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規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
二
・
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
三
三
・
税
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
四
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
23

◯
秋
田
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
五
・
労
働
政
策
課
）
…
…
…
24

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
三
十
二
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
十
三
号
中
「
班
長
（
」
の
下
に
「
知
事
部
局
（
地
域
振
興
局
を
除
く
。
）
に
あ

つ
て
は
各
総
務
班
長
、
」
を
加
え
、
「
に
あ
つ
て
は
、
」
を
「
に
あ
つ
て
は
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
及
び
部
局
長
」
の
下
に
「
、
局
長
（
学
術
国
際
局

長
及
び
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
「
知
事
の
、
」
の
下
に

「
局
長
専
決
事
項
及
び
」
を
、
「
課
長
専
決
事
項
」
の
下
に
「
（
学
術
国
際
局
及
び
国
体
・
障
害
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
局
」
と
い
う
。
）
内
各
課
に
つ
い
て
の
課
長
専
決
事
項
を
除

く
。
）
」
を
、
「
部
局
長
の
」
の
下
に
「
、
局
内
各
課
に
つ
い
て
の
課
長
専
決
事
項
に
あ
つ
て
は
局

長
の
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
並
び
に
部
局
長
」
の
下
に
「
、
局
長
」
を
加
え
、
同
号
の
表
の

備
考
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
の
備
考

第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
　
（二）
、
（四）
、
（六）
、
（八）
及
び
□
か
ら
□
ま
で
の
局
に
つ
い
て
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
部

局
長
共
通
専
決
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
局
長
共
通
専
決
事
項
」
と
す
る
。

第
五
条
第
二
号
の
表
（三）
の
項
中
「
一
億
五
、
〇
〇
〇
万
円
」
を
「
二
億
円
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
項

を
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

局
長
が
不
在
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
専
決
事
項
に
つ
い
て
、
主
務
課
長
が
代
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
六
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
局
が
所
掌
す
る
事
務
に
関
す
る
部
長
の
専
決
事
項
に
つ
い

て
、
部
長
が
不
在
の
場
合
に
あ
つ
て
は
局
長
が
、
部
長
及
び
局
長
が
と
も
に
不
在
の
場
合
に
あ
つ

て
は
主
務
課
長
が
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
の
二
第
七
項
中
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
博
物
館
長
」
に
、
「
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
の
副
所
長
」
を
「
博
物
館
の
副
館
長
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
の
表
中
「
、
総
合
教
育
セ
ン
タ

ー
」
を
削
る
。

第
八
条
の
三
第
一
項
第
五
号
中
「
総
務
班
長
」
の
下
に
「
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
福
祉
環
境

部
及
び
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
地
区
総
合
事
務
所
の
総
務
班
長
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
福
祉
環
境
部
及
び
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
地
区
総
合
事
務
所
の

総
務
班
長
の
専
決
事
項
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
地
区
総
合
事
務
所
長

第
八
条
の
三
第
三
項
中
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
を
「
博
物
館
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
中

「

「
近
代
美
術
館
総
務
班
長
」
の
下
に
「
、
博
物
館
総
務
班
長
」
を
加
え
、

及
び
「
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
総
務
課
長
」
を
削
り
、

」

「
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
博
物
館
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
□
を
削
り
、
□
を
□
と
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
狩
猟
者
登
録
税
及
び
入
猟
税
」
を
「
狩
猟
税
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
狩
猟
者
登
録
税
若
し
く
は
入
猟
税
」
を
「
狩
猟
税
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
（十）
中
「
及
び
手
数
料
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
（五）
中
「
林
業
改
善
資

金
貸
付
金
」
を
「
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
高
等
学
校
」
を
「
中
学
校
、
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
六
条
第
二
号
中
「
（
共
済
負
担
金
」
の
下
に
「
、
地
方
消
費
税
徴
収
取
扱
費
負
担

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

（ ）十一

（ ）十五

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

総
務
班
長

副
所
長
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金
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
利
子
割
交
付
金
」
の
下
に
「
、
配
当
割
交
付
金
、
株
式
等
譲
渡
所

得
割
交
付
金
、
地
方
消
費
税
交
付
金
」
を
加
え
る
。

「

「

別
表
第
一
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

」

」

め
、
同
表
企
画
振
興
部
の
項
中
「
国
際
教
養
大
学
設
置
準
備
事
務
局
長
」
を
削
り
、
「
各
室
長
」
を

「
市
町
村
合
併
支
援
室
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
建
設
交
通
部
長
の
項
中
「
、
高
速
道
路
対
策
事
務
所
」
を
削
り
、
同
表
教
育
長
の
項
中

「
図
書
館
」
の
下
に
「
、
中
学
校
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
第
百
三
十
六
号
の
二
十
五
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

百
三
十
六
の
二
十
六
　
使
用
済
自
動
車
解
体
業
許
可
申
請
手
数
料

百
三
十
六
の
二
十
七
　
使
用
済
自
動
車
解
体
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

百
三
十
六
の
二
十
八
　
使
用
済
自
動
車
破
砕
業
許
可
申
請
手
数
料

百
三
十
六
の
二
十
九
　
使
用
済
自
動
車
破
砕
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

百
三
十
六
の
三
十
　
使
用
済
自
動
車
破
砕
業
事
業
範
囲
変
更
許
可
申
請
手
数
料

別
表
第
二
の
二
第
百
七
十
五
号
か
ら
第
百
八
十
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
七
十
五
か
ら
百
八
十
八
ま
で
　
削
除

別
表
第
二
の
二
第
二
百
六
十
四
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
六
十
四
の
七
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
許
可
申
請
手
数
料

様
式
第
五
十
六
号
中
「
狩
猟
者
登
録
税
若
し
く
は
入
猟
税
」
を
「
狩
猟
税
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
八
十
三
号
の
二
（３）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

」

様
式
第
八
十
九
号
（１）
中
「
登
記
簿
抄
本
」
を
「
、
登
記
簿
抄
本
」
に
、
「
添
付
す
る
こ
と
」
を

「
添
付
し
て
く
だ
さ
い
」
に
改
め
、
「
戸
籍
謄
本
」
の
次
に
「
の
ほ
か
」
を
加
え
、
「
承
継
通
知
書

の
写
」
を
「
債
権
承
継
確
認
通
知
書
の
写
し
」
に
、
「
写
を
添
え
る
こ
と
」
を
「
写
し
を
添
付
し

「

債
権
の
承
継
を
証
す
る
書
類
□

て
く
だ
さ
い
」
に
改
め
、
同
様
式
（２）
中

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Ａ
４
判

「
債
権
の
承
継
を
証
す
る
書
類
□

を

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
┐
」

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

「
法
定
代
理
人

「
代
理
人
（
相
続
財
産
管
理
人
）

Ａ
４
判

に
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
┐
」

代
理
人
の
名
称
」

代
理
人
の
種
類

」

に
、
「
こ
の
た
び
」
を
「
こ
の
度
」
に
改
め
、
同
様
式
（２）
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

　
相
続
人
が
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
そ
の
他
相
続
に
関
す
る
法
律

行
為
に
つ
い
て
代
理
人
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
又
は
不
在
者
で
あ
る
と
き
は
、

代
理
人
又
は
相
続
財
産
管
理
人
が
申
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
相
続
人
が
被
保
佐
人
で
あ
る
と
き
そ
の
他
相
続
に
関
す
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
同
意
権
を

付
与
さ
れ
た
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
同
意
が
あ
つ
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

「

債
権
の
承
継
を
証
す
る
書
類
□

様
式
第
八
十
九
号
（３）
中

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Ａ
４
判

「
債
権
の
承
継
を
証
す
る
書
類
□

を

─
─
─
─
─
┐
」

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Ａ
４
判

に
、
「
あ
た
り
」
を
「
当
た
り
」
に
、
「
印
刷
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
「
記
載

─
─
─
┐
」

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
に
改
め
る
。「

「

様
式
第
二
百
七
十
九
号
の
二
（１）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　

」

２

室
　
　
　
　
　
　
　
長

室
　
　
　
　
　
　
　
長

総
務
事
務
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム

推
進
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

品
　
　
　
名

品
　
　
　
名

規
格
・
品
質

登
記
簿
抄
本
　
　
　
、
登
記
簿
抄
本
　
　
　
　
添
付
す
る
こ
と

添
付
し
て
く
だ
さ
い
　
　
　
　
　
　
戸
籍
謄
本
　
　
　
　
　
の
ほ
か
　
　
　
　
　
　
承
継
通
知
書

の
写
　
　
　
債
権
承
継
確
認
通
知
書
の
写
し
　
　
　
　
写
を
添
え
る
こ
と

写
し
を
添
付
し

「
債
権
の
承
継
を
証
す
る
書
類
□

て
く
だ
さ
い

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Ａ
４
判
　
　
　
「
債
権
の
承
継
を
証
す
る
書
類
□

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
┐
」

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

「
法
定
代
理
人
　
　
　
　
　
　
「
代
理
人
（
相
続
財
産
管
理
人
）

Ａ
４
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
理
人
の
名
称
」

代
理
人
の
種
類
　
　
　
」

─
─
─
─
─
─
─
─
┐
」

こ
の
た
び
　
　
　
こ
の
度

備
考１
　
相
続
人
が
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
そ
の
他
相
続
に
関
す
る
法
律

行
為
に
つ
い
て
代
理
人
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
又
は
不
在
者
で
あ
る
と
き
は
、

代
理
人
又
は
相
続
財
産
管
理
人
が
申
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
　
相
続
人
が
被
保
佐
人
で
あ
る
と
き
そ
の
他
相
続
に
関
す
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
同
意
権
を

付
与
さ
れ
た
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
同
意
が
あ
つ
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

「
債
権
の
承
継
を
証
す
る
書
類
□

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Ａ
４
判
　
　
　
「
債
権
の
承
継
を
証
す
る
書
類
□

─
─
─
─
─
┐
」

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Ａ
４
判
　
　
　
　
　
あ
た
り
　
　
　
当
た
り
　
　
　
　
印
刷
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
　
　
　
記
載

─
─
─
┐
」

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
２
）

（
２
）

（
３
）

（
３
）

狩
猟
者
登
録
税
若
し
く
は
入
猟
税
　
　
　
狩
猟
税

支
出
命
令
年
月
日

支
出
負
担



「

に
改
め
、
同
様
式
（２）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

」

「

様
式
第
二
百
九
十
五
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

」

様
式
第
三
百
十
九
号
の
二
（１）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

支
出
負
担
行
為
年
月
日

平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

納
入
物
品
合
計
額

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

納
入
物
品
合
計
額

番
　
　
　
　
　
　
号

番
　
　
　
　
　
　
号

登
録
年
月
日



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

４

債　権　管　理　簿

課（地方公所）名　　　　　　　　　　

様式第319号の２ 債権管理簿（１）（第391条）

（Ａ４判）

氏 名

（名称）

住 所

（所在地）

〒

電話番号

債
務
者

発生年月日 債権の種類 発生原因 履行期限 計
特　記　事　項

（利率、延滞金、計算期間等）

債　　権　　金　　額

債　　　　　権　　　　　内　　　　　容

履　行　延　期　の　特　約　の　状　況

履　行　延　期　後　の　償　還　予　定

徴　　収　　停　　止　　の　　状　　況

徴収停止解除年月日

申請年月日 承認年月日

履　行　期　限

徴収停止年月日 徴　収　停　止　の　理　由

仮 差 押 又 は 仮 処 分 の 状 況

処 分 年 月 日 仮　　差　　押　　又　　は　　仮　　処　　分　　の　　理　　由

消　　　滅　　　の　　　状　　　況

消 滅 年 月 日

元本弁済額

滞 納 額

督　　促　　等　　の　　状　　況

書面督促年月日 督促後の履行期限 訪問督促年月日 状　　　　　　　　　　　　況

担　　　保　　　の　　　状　　　況

保　　証　　人　　の　　状　　況

債務者の資産又は業務の状況に関する事項

種類及び銘柄 所　　在　　地 数　　量（保証金額）

氏　　　　名 住　　　　　　　　所

評　　価　　額

電　話　番　号

氏　　　　名

保証人納付予定

履 行 期 限

保 証 人 氏 名

納 付 す べ き 金 額 履 行 期 限 納 付 す べ き 金 額 履 行 期 限 納 付 す べ き 金 額

保証人納付予定

履 行 期 限

保 証 人 氏 名

納 付 す べ き 金 額 履 行 期 限 納 付 す べ き 金 額 履 行 期 限 納 付 す べ き 金 額

住　　　　　　　　所 電　話　番　号

収　　　入

年　　月　　日

年　　月　　日

残　　　額

欠 損 額

収　　　入

年　　月　　日

年　　月　　日

残　　　額 収　　　入

年　　月　　日

年　　月　　日

残　　　額

従　事　者

残 額 利息弁済額 欠 損 額 残 額 延滞金弁済額 欠 損 額 残 額

消　　　　　滅　　　　　の　　　　　理　　　　　由

免　　　除　　　の　　　状　　　況

免除申請年月日 免除承認年月日 免　　　　　除　　　　　の　　　　　理　　　　　由

納付すべき金額 履　行　期　限 納付すべき金額 履　行　期　限 納付すべき金額

履　行　期　限 延　期　後　の　内　容 履行延期の特約の理由

元 本 利 息 延滞金等



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
二
第
百
三
十

六
号
の
二
十
五
の
次
に
五
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
三
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
節
　
狩
猟
者
登
録
税
（
第
四
十
九
条
・
第
四
十
九
条
の
二
）
」
を
「
第
九
節
　

「
第
二
節
　
軽
油

削
除
」
に
、
「
第
二
節
　
軽
油
引
取
税
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
七
条
）
」
を

第
三
節
　
狩
猟

引
取
税
（
第
五
十
二
条
―
第
五
十
七
条
）

に
改
め
る
。

税
（
第
五
十
八
条
・
第
五
十
九
条
）

」

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
二
号
（一）
」
を
「
第
十
一
号
（一）
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
第
五
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
表
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
」
に
改
め
、
「
、
条
例
第
百
五
十

条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
及
び
条
例
第
百
八
十
条
第
二
項
」
を
「
、
条
例
第
百
八
十
条
第
二
項
及

び
条
例
第
百
九
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
第
七
百
条
の
十
一
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
百
条
の
十

四
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
法
第
二
百
五
十
一
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
七
百
条
の
三
十

六
第
一
項
」
の
下
に
「
、
法
第
七
百
条
の
六
十
四
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
九
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
節

削
除

第
四
十
九
条

削
除

第
五
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
免
税
軽
油
使
用
者
証
等
の
返
納
命
令
に
関
す
る
通
知
）

第
五
十
五
条
の
二

地
域
振
興
局
長
は
、
条
例
第
百
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
免
税
軽
油

使
用
者
証
の
返
納
を
命
ず
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
た

者
（
同
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
二
人
以
上
の
者
が
代
表
者
を
定
め
て
免
税
軽
油
使
用
者

証
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
条
例
第
百
八
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
免
税
証
（
以
下

「
免
税
証
」
と
い
う
。
）
の
返
納
の
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
条
例
第
百
八
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
」
を
削

る
。

「
─
条
例
第
百
八
十
四
─
軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
─
様
式
第
二
百
六
─

第
五
十
七
条
の
表
中

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
条
の
二
第
三
項
　
─
務
者
証
再
交
付
申
請
書
　
─
十
二
号
の
二
　
─
」

「
─
条
例
第
百
八
十
四
─
軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
─
様
式
第
二
百
六
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
条
の
二
第
三
項
　
─
務
者
証
再
交
付
申
請
書
　
─
十
二
号
の
二
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
第
五
十
五
条
の
二
─
免
税
軽
油
使
用
者
証
返
納
─
様
式
第
二
百
六
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
第
一
項
　
　
　
　
─
命
令
書
　
　
　
　
　
　
　
─
十
二
号
の
三
　
─

を
　
─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─
　
に
、
「
第
百
八
十

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
第
五
十
五
条
の
二
─
免
税
証
返
納
命
令
書
　
　
─
様
式
第
二
百
六
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
第
二
項
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
十
二
号
の
三
を
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
用
い
る
も
の
と
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
す
る
。

─
」

五
条
第
三
項
」
を
「
第
百
八
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
三
節

狩
猟
税

（
免
除
）

第
五
十
八
条

地
域
振
興
局
長
は
、
条
例
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
受
理

し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
処
分
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
狩
猟
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
五
十
九
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５

上
　
　
　
　
欄

条
例
第
百
九
十
九
条

第
二
項

第
五
十
八
条

中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄

狩
猟
税
免
除
申
請
書

狩
猟
税
免
除
承
認
（
不
承
認
）
通
知
書

下
　
　
　
　
欄

様
式
第
二
百
八
十

号様
式
第
二
百
八
十

一
号



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
二
十
九
号
そ
の
一
中
「
地
　
方
　
税
　
法
第7

2

条
」
を
「
地
方
税
法
第7

2

条
の
２
」
に

改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中
「
第7

2

条
」
を
「
第7

2

条
の
２
」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
六
の
注
中

「
、
狩
猟
者
登
録
税
、
入
猟
税
」
を
削
り
、
「
及
び
軽
油
引
取
税
」
を
「
、
軽
油
引
取
税
及
び
狩
　

猟
税
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
号
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

地
　
方
　
税
　
法
第
7
2
条
　
　
　
地
方
税
法
第
7
2
条
の
２

第
7
2
条
　
　
　
第
7
2
条
の
２

、
狩
猟
者
登
録
税
、
入
猟
税
　
　
　
　
　
　
及
び
軽
油
引
取
税
　
　
　
、
軽
油
引
取
税
及
び
狩
　

猟
税

上
　
　
　
　
欄

条
例
第
百
九
十
九
条

第
二
項

第
五
十
八
条

中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄

狩
猟
税
免
除
申
請
書

狩
猟
税
免
除
承
認
（
不
承
認
）
通
知
書

下
　
　
　
　
欄

様
式
第
二
百
八
十

号様
式
第
二
百
八
十

一
号
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７

法人の県民税及び法人の事業税の更正（決定）及び加算金額決定通知書

年　　月　　日　
所 在 地
名　　称　　　　　　　　　　　　様
法人番号

秋田県　　地域振興局長　□
地方税法第55条第　　項及び第72条の　　第　　項並びに第72条の　　第　　項及び第72条の　　第　　項の規

定により次のとおり更正（決定）したので、通知します。
この通知書により納付すべき金額については、 年　　月　　日までに秋田県指定金融機関、秋田県収納代理金

融機関又は東北各県内の郵便局に納付してください。

様式第30号　更正（決定）及び加算金額決定通知書　その１

事 業 年 度
（計算期間） ・　 ・ ～　 ・ ・ ・　　・法 定 納 期 限 区　　分

更
　
　
　
正
　
　
（

決
　
　
　
定
　
　
）

内
　
訳

加
　
算
　
金

分

割

基

準

法　　　人　　　事　　　業　　　税 法　人　県　民　税 （円）

摘　　　　　　要

更正（決定）後の事業税額
仮 装 経 理 に 基 づ く
事 業 税 額 の 控 除 額

課 税 免 除 額
既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 事 業 税 額
租 税 条 約 の 実 施 に 係
る 事 業 税 額 の 免 除 額
こ の 通 知 に よ り 納 付
す べ き 事 業 税 額

所 得 割

資 本 割

付加価値割

収　入　割

課　税　標　準
（千円）

税　　　　　　額
（円）

所
　
　
得
　
　
割

資
本
割

収
入
割

所 得 金 額 総 額
年 　 　 万 円 以 下
の 金 額
年 　 　 万 円 超 ・ 年

万 円 以 下 の 金 額

年 　 　 万 円 超 の 金 額

計
軽 減 税 率 不 適 用
法 人 の 金 額

付 加 価 値 額 総 額

付 加 価 値 額

資 本 等 の 金 額 総 額

資 本 等 の 金 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

課税標準となる ①
法人税額　 （千円）

法人税割額

外国法人税等の控除額

仮装経理に基づく法人
税 割 額 の 控 除 額
利子割額の控除額
（控除した金額）
更正（決定）後の
法 人 税 割 額
更正（決定）後の
均 等 割 額
更正（決定）後の
法 人 県 民 税 額
既に納付の確定した
当期分の法人税割額
既に納付の確定した
当期分の均等割額
既に納付の確定した
当期分の法人県民税額

この通知により納付
すべき法人税割額
この通知により納付
す べ き 均 等 割 額
この通知により納付
すべき法人県民税額

還 付 利 子 割 額

（①× ）
100

租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額

過大還付請求利子割額

更
　
正
（

決
　
　
定
　
）

既
納
付

差
　
　
　
引

二以上の道府県において事業所等を設けて事業を行う場合の分割課税標準額等

過 少 申 告
加 算 金

不 申 告 加 算 金

重 加 算 金

区　　　　　　　　分 基本税額（千円） 金　　　額　 （円）率
/100
/100

100

100

税率

100

100

100

100

100

100

100

通 常 額
加 算 額

計

法　　　　人　　　　事　　　　業　　　　税 法　人　県　民　税

総　　　　　　　数　　　　　（円）

本　　　県　　　分　　　　　（円）

総　　　　　　　数　　　　　（円）

本　　　県　　　分　　　　　（円）

法人税総額（円）

分割基準

利 子 割 額
（控除されるべき額）

総 数

本県分

延 滞 金 額

この処分に不服がある場合の救済の方法

法律による金額

この処分について不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌
日から起算して60日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に
審査請求をすることができます。
なお、審査請求書は正副２通を作成してなるべく当地域振興局長を経

由して提出してください。

印



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
百
六
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

９

様式第161号 法人の県民税に係る課税標準等の通知書

（Ａ４判）

年　　月　　日　

知事　様

秋田県　　地域振興局長　□

□ 県民税 □
法人の　　　 に係る課税標準等の通知書
□ 事業税 □

地方税法第58条第６項（第63条第３項、第72条の49第11項）の規定により、次のとおり通知します。

法　　 人 名

主 た る 事 務 所
等 の 所 在 地

事　　　　　　　業　　　　　　　年　　　　　　　度 申　　　　　告　　　　　区　　　　　分

年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで 事業年度

申　　　　　告　　　　　年　　　　　月　　　　　日

確　定 修　正年　　月　　日 年　　月　　日

処　　　　　理　　　　　区　　　　　分

税 務 官 署 の 更 正 等 通 知 年 月 日 及 び 区 分

年　　　　月　　　　日

申　　告　　期　　限　　延　　長　　月　　数

県　　民　　税

課　　税　　標　　準　　の　　総　　額

法 　 人 　 県 　 民 　 税

法
　
　
　
人
　
　
　
事
　
　
　
業
　
　
　
税

関係都道府県

合　　　　　計

秋　　田　　県

分割都道府県数

法人番号

備考

上　記　の　と　お　り

事 務 所 等 の 所 在 地

分　　　　　割　　　　　基　　　　　準

法　　人　　事　　業　　税

従　　業　　者 事　務　所　等
法 人 県 民 税

所
　
得
　
金
　
額

付　加　価　値　額

資 本 等 の 金 額

収　　入　　金　　額

年　　　 万円以下

年　　　 万円超
万円以下

年　　　 万円超

計
（軽減税率不適用法人）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

不申告加算金

過少申告加算金

重 加 算 金

法人税額から控除すべき外国税の総額及び補正後の従業者の総数

都 道 府 県 分
円
都 道 府 県 分

市　町　村　分

人

市　町　村　分

仮 装 経 理 控 除 円

租 税 条 約 控 除 円

仮 装 経 理 控 除 円

租 税 条 約 控 除 円

県
民
税

事
業
税

対応所得金額
千円

％

本　 県　 の　 加　 算　 金　 処　 理　 状　 況

月 事　　業　　税 月

処　　　理　　　年　　　月　　　日

年　　　　月　　　　日

法　　　人　　　の　　　区　　　分

法第72条の　　　　　　　　　　適用法人

資本の金額又は出資金額

資 本 積 立 金 額 又 は
連結個別資本積立金額

千円

千円

印



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
二
百
五
十
三
号
及
び
様
式
第
二
百
五
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
六
十
二
号
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

10

様
式
第
2
5
3
号
及
び
様
式
第
2
5
4
号
削
除



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

11

様式第262号の３ 免税軽油使用者証・免税証返納命令書

（Ａ４判）

免税軽油使用者証・免税証返納命令書

年　　月　　日　

免税軽油使用者

住（居）所

（所在地）

氏　　　名　　　　　　　　　様

（名　称）

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　　□

第185条第５項　　　　　　　　　　　　 免税軽油使用者証
秋田県県税条例 の規定により、次のとおり　　　　　　　　の返納を命じます。

第186条第８項　　　　　　　　　　　　 免　　 税 証

返納すべき免税軽油使用者証

返納すべき免税証の明細

返　　納　　の　　理　　由

返　　納　　の　　期　　限 年　　　　月　　　　日

備　　　　　　　　　　　考

この処分に不服がある場合の

救　　済　　の　　方　　法

この処分について不服があるときは、この命令書を受け取つた日の翌日から起算し

て60日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることがで

きます。

なお、審査請求書は正副２通を作成してなるべく当地域振興局長を経由して提出し

てください。

使 用 者 証 の 番 号

秋田県　　第　　　　　号

交付年月日

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

業　　　種 記 号 番 号 種　　　類

㍑券

枚　　　数 数　　　量

枚 ㍑

交 　 付 　 年 　 月 　 日

年　　　月　　　日

業　　　　　　　　　　種

印



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
二
百
七
十
九
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

12



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

13

様式第280号 狩猟税免除申請書

（Ａ４判）

狩猟税免除申請書

年　　月　　日　

秋田県　　地域振興局長　様

住　所

氏　名　　　　　　　　　w

秋田県県税条例第199条第２項の規定により、次のとおり申請します。

登 録 を 受 け よ う と す る 者 が

所 持 す る 免 許 の 種 類
免許

年　　　　　　　　　　　　　　度 年度

税　　　　　　　　　　　　　　額 円

摘　　　　　　　　　　　　　　要



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

14

様式第281号 狩猟税免除承認（不承認）通知書

（Ａ４判）

狩猟税免除承認（不承認）通知書

第　　　　　号　

年　　月　　日　

住　所

氏　名　　　　　　　　様

秋田県　　地域振興局長　　　　　　　　�　

年　　月　　日付けで申請のあつた狩猟税の免除を承認した（承認しない）ので、秋田県県税条例施行規則第

58条の規定により、通知します。

年　　　　　　　　　　　　　　度 年度

税　　　　　　　　　　　　　　額

理　　　　　　　　　　　　　　由

この処分に不服がある場合の

救　　済　　の　　方　　法

この処分について不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌日か

ら起算して60日以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求

をすることができます。

なお、審査請求書は正副２通を作成してなるべく当地域振興局長を経由し

て提出してください。

円

印



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

（
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
二
節
　
狩
猟
者
登
録
税
及
び
入
猟
税
（
第
五
十
二
条
）
」
を
「
第
十
二
節
　
削

「
第
十
五
節
　
軽

除
」
に
、「
第
十
五
節
　
軽
油
引
取
税
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
二
条
）
」
を

第
十
五
節
の
二

油
引
取
税
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
二
条
）

に
改
め
る
。

狩
猟
税
（
第
六
十
二
条
の
二
）

」

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
七
十
二
条
の
五
十
九
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
二
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
所
得
等
」
を
「
若
し
く
は
所
得
等
又
は
法
第
七
十
二
条
の
四
十
一
の

二
の
法
人
の
付
加
価
値
額
若
し
く
は
資
本
等
の
金
額
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
又
は
法
第
七
十
二
条
の
四
十
一
」
を
「
、
法
第
七
十
二
条
の
四
十
一
又
は
法

第
七
十
二
条
の
四
十
一
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
十
二
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
節

削
除

第
五
十
二
条

削
除

第
五
十
九
条
の
二
を
第
五
十
九
条
の
三
と
し
、
第
五
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
免
税
軽
油
使
用
者
証
等
の
返
納
命
令
の
決
議
）

第
五
十
九
条
の
二

地
域
振
興
局
長
は
、
条
例
第
百
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
免
税
軽
油

使
用
者
証
の
返
納
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
免
税
軽
油
使
用
者
証
返
納
命
令
決
議
書
に
よ

り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
条
例
第
百
八
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
免
税
証
の
返
納
の

命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

「
─
第
五
十
九
条
第
一
─
軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
─
様
式
第
二
十
八
─

第
六
十
二
条
の
表
中

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
項
　
　
　
　
　
　
─
務
者
指
定
決
議
書
　
　
　
─
号
　
　
　
　
　
─
」

「
─
第
五
十
九
条
第
一
─
軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
─
様
式
第
二
十
八
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
項
　
　
　
　
　
　
─
務
者
指
定
決
議
書
　
　
　
─
号
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
第
五
十
九
条
の
二
─
免
税
軽
油
使
用
者
証
返
納
─
様
式
第
二
十
八
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
第
一
項
　
　
　
　
─
命
令
決
議
書
　
　
　
　
　
─
号
の
二
　
　
　
─

を
　
─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─
　
に
改
め
る
。

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
第
五
十
九
条
の
二
─
免
税
証
返
納
命
令
決
議
書
─
様
式
第
二
十
八
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
第
二
項
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
号
の
二
を
用
い
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
る
も
の
と
す
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
─

─
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
る
。

─
」

第
二
章
第
十
五
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
十
五
節
の
二

狩
猟
税

（
狩
猟
税
に
係
る
課
税
状
況
等
の
整
理
）

第
六
十
二
条
の
二

地
域
振
興
局
長
は
、
狩
猟
税
に
係
る
課
税
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
電

子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
二
号
の
二
中
そ
の
十
一
を
削
り
、
そ
の
十
二
を
そ
の
十
一
と
し
、
そ
の
十
三
を
そ
の
十

二
と
し
、
そ
の
十
四
を
そ
の
十
三
と
し
、
そ
の
十
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

15



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

16

様
式
第
２
号
の
２
　
調
定
内
訳
書
　
そ
の
1
4

狩
猟
税
調
定
内
訳
書

調
定
番
号円

登
　
　
録
　
　
番
　
　
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

「

様
式
第
三
号
中

「
を

」

に
、
「
入
　
　
猟
　
　
税
」
を
「
狩
　
　
猟
　
　
税
」

」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
及
び
様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

17

鉱
区

税

狩
猟
者
登
録
税

件
数

税
額

件
数

税
額

鉱
区

税
件
数

税
額

入
　
　
猟
　
　
税
　
　
　
狩
　
　
猟
　
　
税
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18

様式第13号 法人事業税調査書

（Ａ４判）

供
　
　
覧

（ 長）

法　　人　　事　　業　　税　　調　　査　　書

事　　業　　種　　目

摘　　　　　　　　　　　　　　　　要

所　　　　　　得　　　　　　金　　　　　　額

法　 人　 税　 の　 所　 得　 金　 額

小　　　　　　　　　　　計

加
　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　　　　計

減
　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　　　　計

計

配

分

額

収

益

報　　　酬　　　給　　　与　　　額

純　　　支　　　払　　　利　　　子

純　　支　　払　　賃　　借　　料

単　　　 年　　　 度　　　 損　　　 益

計

付　　　　 加　　　　 価　　　　 値　　　　 額

資　　　本　　　等　　　の　　　金　　　額

資 本 の 金 額 又 は 出 資 金 額

資本積立金額又は連結個別資本積立金額

計

１　添付書類　財産目録、貸借対照表、損益計算書

２　決算確定年月日　　　年　　月　　日

非
　
　
課
　
　
税

申　　　　　告 調　　　　　査 増　　減　　差

事 業 年 度 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

所　在　地

名　　　称

代　表　者

取

扱

者

発　　　議

決　　　議

施　　　行

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

19

法人の県民税及び法人の事業税の更正（決定）及び加算金額決定決議書

地方税法第55条第　　項及び第72条の　　第　　項並びに第72条の　　第　　項及び第72条の
第　　項の規定による更正（決定） □

様式第14号　法人県民税・法人事業税更正（決定）決議書

所 在 地
名 称
法 人 番 号

事 業 年 度
（計算期間） ・　 ・ ～　 ・ ・ ・　　・法 定 納 期 限 区　　分

起　案　者　職　氏　名

w

事　務　所

発議年月日
決裁年月日
通知年月日
発 付 番 号

決

裁

更
　
　
　
正
　
　
（

決
　
　
　
定
　
　
）

内
　
訳

加
　
算
　
金

分

割

基

準

参

考

備

考

（ 長）

指 定 納 期 限 年　月　日

法　　　人　　　事　　　業　　　税 法　人　県　民　税 （円）

摘　　　　　　要

更正（決定）後の事業税額
仮 装 経 理 に 基 づ く
事 業 税 額 の 控 除 額

課 税 免 除 額
既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 事 業 税 額
租 税 条 約 の 実 施 に 係
る 事 業 税 額 の 免 除 額
こ の 通 知 に よ り 納 付
す べ き 事 業 税 額

所 得 割

資 本 割

付加価値割

収　入　割

課　税　標　準
（千円）

税　　　　　　額
（円）

所
　
　
得
　
　
割

資
本
割

収
入
割

所 得 金 額 総 額
年 　 　 万 円 以 下
の 金 額
年 　 　 万 円 超 ・ 年

万 円 以 下 の 金 額

年 　 　 万 円 超 の 金 額

計
軽 減 税 率 不 適 用
法 人 の 金 額

付 加 価 値 額 総 額

付 加 価 値 額

資 本 等 の 金 額 総 額

資 本 等 の 金 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

課税標準となる ①
法人税額　 （千円）

法人税割額

外国法人税等の控除額

仮装経理に基づく法人
税 割 額 の 控 除 額
利子割額の控除額
（控除した金額）
更正（決定）後の
法 人 税 割 額
更正（決定）後の
均 等 割 額
更正（決定）後の
法 人 県 民 税 額
既に納付の確定した
当期分の法人税割額
既に納付の確定した
当期分の均等割額
既に納付の確定した
当期分の法人県民税額

この通知により納付
すべき法人税割額
この通知により納付
す べ き 均 等 割 額
この通知により納付
すべき法人県民税額

還 付 利 子 割 額

（①× ）
100

租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額

過大還付請求利子割額

更
　
正
（

決
　
　
定
　
）

既
納
付

差
　
　
　
引

二以上の道府県において事業所等を設けて事業を行う場合の分割課税標準額等

過 少 申 告
加 算 金

不 申 告 加 算 金

重 加 算 金

区　　　　　　　　分 基本税額（千円） 金　　　額　 （円）率
/100
/100

100

100

税率

100

100

100

100

100

100

100

通 常 額
加 算 額

計

法　　　　人　　　　事　　　　業　　　　税 法　人　県　民　税

総　　　　　　　数　　　　　（円）

本　　　県　　　分　　　　　（円）

総　　　　　　　数　　　　　（円）

本　　　県　　　分　　　　　（円）

過 少 申 告 加 算 税 対 象 所 得（円）

不 申 告 加 算 税 対 象 所 得（円）

法人税総額（円）

分割基準

利 子 割 額
（控除されるべき額）
重加算税対象所得

（円）
上記の対象法人税
額　　　　（円）

総 数

本県分



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
二
十
八
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

20
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21

様式第28号の２ 免税軽油使用者証・免税証返納命令決議書

（Ａ４判）

免税軽油使用者証・免税証返納命令決議書

発　議 年　　 月　　 日

年　　 月　　 日

年　　 月　　 日

起 案 者 職 氏 名 w 公 印 使 用 承 認

（ 長）決　議

通　知

使
　
　
　

用

者

免
　
　
税
　
　
軽
　
　
油

住（居）所

（所在地）

氏　　　名

（名　称）

返納を命ずる免税軽油使用者証

返納を命ずる免税証の明細

返　　納　　の　　理　　由

返　　納　　の　　期　　限 年　　　　月　　　　日

備　　　　　　　　　　　考

使 用 者 証 の 番 号

秋田県　　第　　　　　号

交付年月日

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

業　　　種 記 号 番 号 種　　　類

㍑券

枚　　　数 数　　　量

枚 ㍑

交 　 付 　 年 　 月 　 日

年　　　月　　　日

業　　　　　　　　　　種



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

「

様
式
第
九
十
一
号
（１）
及
び
（２）
中

「
を

」

に
、
「
入
　
　
猟
　
　
税
」
を
「
狩
　
　
猟

」

「

税
」
に
改
め
、
同
様
式
（３）
中

「
を

」

に
、
「
入
　
　
猟
　
　
税
」
を
「
狩
　
　
猟

」

税
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
九
十
六
号
中

「
を

」

22

鉱
区

税

狩
猟
者
登
録
税

現繰計現繰計

鉱
区

税

現繰計

鉱
区

税

狩
猟
者
登
録
税

現繰計現繰計

狩
猟
者
登
録
税

計現繰計

鉱
区

税

現繰計

鉱
区

税

狩
猟
者
登
録
税

鉱
区

税

入
　
　
猟
　
　
税
　
　
　
狩
　
　
猟

税

入
　
　
猟
　
　
税
　
　
　
狩
　
　
猟

税



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

に
、
「
入
　
　
猟
　
　
税
」
を
「
狩
　
　
猟
　
　
税
」
に
改
め

」

る
。

「

様
式
第
九
十
七
号
（２）
中

「

を
」

」

に
、
「
入
　
　
猟
　
　
税
」
を
「
狩
　
　
猟
　
　
税
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
秋
田
県
県
税
条

例
施
行
規
則
第
十
五
条
の
表
の
改
正
規
定
（
「
第
七
百
条
の
十
一
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
百
条

の
十
四
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
五
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
の
表
の
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則

様
式
第
二
百
六
十
二
号
の
二
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
秋
田
県
県
税

事
務
取
扱
規
則
第
五
十
九
条
の
二
を
同
規
則
第
五
十
九
条
の
三
と
し
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
六
十
二
条
の
表
の
改
正
規
定
及
び
同
規
則
様
式
第
二
十

八
号
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
様
式
第
三
号
、
様
式
第
九
十
一

号
、
様
式
第
九
十
六
号
及
び
様
式
第
九
十
七
号
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
徴

収
金
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
五
年
度
分
ま
で
の
徴
収
金
に
関
す
る

事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
四
号

秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

23

鉱
　
区
　
税

現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

狩
猟
者
登
録
税

現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

鉱
区

税

現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

鉱
区

税

現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

件
数

税
額

件
数

税
額

件
数

税
額

入
　
　
猟
　
　
税
　
　
　
狩
　
　
猟
　
　
税

入
　
　
猟
　
　
税
　
　
　
狩
　
　
猟
　
　
税



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
事
務
局
長
若
し
く
は
事
務
局
次
長
又
は
事
務
部
長
」
を
「
秋
田
県
立
脳
血
管
研
究
セ

ン
タ
ー
事
務
部
長
（
以
下
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
秋
田
県
立
脳
血
管

研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
部
次
長
（
以
下
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
次
長
」
と
い
う
。
）
又
は
秋
田
県
立

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
（
以
下
「
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
事
務
部

長
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
事
務
局
長
又
は
事
務
部
長
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
又
は
リ
ハ

ビ
リ
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
」
に
、
「
事
務
局
次
長
の
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
次
長
の
」
に
、

「
事
務
局
長
の
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
の
」
に
改
め
、
同
条
の
表
中
「
事
務
局
長
専
決
事

項
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
専
決
事
項
」
に
、
「
事
務
局
次
長
専
決
事
項
又
は
事
務
部
長
専

決
事
項
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
次
長
専
決
事
項
又
は
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
専
決
事

項
」
に
、
「
八
、
〇
〇
〇
万
円
」
を
「
二
億
円
」
に
、
「
一
億
五
、
〇
〇
〇
万
円
」
を
「
三
億
円
」

に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
事
務
局
長
又
は
事
務
部
長
が
、
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
又
は
リ
ハ
ビ
リ
セ

ン
タ
ー
事
務
部
長
が
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
事
務
局
長
が
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
が
」
に
、
「
第
四
条
（
専
決

事
項
）
に
規
定
す
る
事
務
局
長
の
」
を
「
そ
の
」
に
、
「
事
務
局
次
長
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務

部
次
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
事
務
局
次
長
又
は
事
務
部
長
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部

次
長
又
は
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
」
に
、
「
第
四
条
（
専
決
事
項
）
に
規
定
す
る
こ
れ
ら
の

者
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
の
表
中
「
事
務
局
次
長
」
を
「
脳
研
セ
ン
タ
ー
事
務
部
次
長
」
に
、
「
事
務
部

長
」
を
「
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
表
中
「
一
億
五
、
〇
〇
〇
万
円
」
を
「
三
億
円
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
、
様
式
第
十
九
号
、
様
式
第
三
十
一
号
、
様
式
第
三
十
二

号
、
様
式
第
四
十
三
号
及
び
様
式
第
四
十
四
号
中
「
事
務
局
次
長
」
を
「
事
務
部
次
長
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
五
号

秋
田
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
公
共
職
業
安
定
所
長
」
を
「
、
県
内
に
所
在
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の

長
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
　
基
本
手
当
の
日
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
が
別
に
定
め
る
支
給
対
象
者
の
居
住
地
の
級

地
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
　
一
級
地
　
四
千
三
百
十
円

二
　
二
級
地
　
三
千
九
百
三
十
円

三
　
三
級
地
　
三
千
五
百
三
十
円

第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
様
式
第
一
号
の
二
」
を
「
か
ら
様
式
第
一
号
の
三
ま
で
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
様
式
第
一
号
の
二
」
を
「
様
式
第
一
号
の
三
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「
そ
の
１
」
を
「
県
内
居
住
者
用
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
二
中
「
そ
の
２
」
を
「
通
所
手
当
用
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
の
三
と

し
、
様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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事
務
局
次
長
　
　
　
事
務
部
次
長

そ
の
１
　
　
　
県
内
居
住
者
用

そ
の
２
　
　
　
通
所
手
当
用
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様式第１号の２（第８条関係）

訓練手当受給資格認定申請書（県外居住者用）
（Ａ４判）

年　　月　　日　

秋田県知事　　　　様

申請者氏名　　　　　　　　w

訓練手当の受給資格の認定について（申請）

訓練手当の支給を受けたいので、次のとおり申請します。

①申請する手当の種類（該当するものに◯）

②
申
請
者
の
状
況

③扶養親族に関する事項（寄宿手当の申請者のみ記入）

④求職者給付等の受給資格、生活保護の受給　　　無　・　有（該当するものに◯）

雇用保険求職者手当

その他（ ）

入校年月日

年　　月　　日

通所距離（ ㎞）

寄宿舎の入居状況　　　入居（ 年　　月　　日） ・　入居していない

上記の申請者は、公共職業訓練を受講していることを証明する。

年　　月　　日

公共職業能力開発施設の長　　　　　　　　□

適 用 区 分 雇用対策法施行規則第　　　条　　　項　　　号（附則第　　　条　　　項　　　号）

類似の手当の受給 月額
受 給 期 間

年　　月　　日から

年　　月　　日まで無 ・ 有（ ） 円

添　付　書　類

区　　　分 日額（月額） 認 定 年 月 日 指　　　　定　　　　口　　　　座

金融機関名

支店名

口座番号

基　本　手　当

受　講　手　当

通　所　手　当

寄　宿　手　 当

備　考

受講指示書写

口座振込書

手帳等の写

雇用保険、生活保護等

通所届 入寮許可書等

通所手段（該当するものに◯） 徒歩　 バス　 鉄道　 自動車　 その他（ ）

⑤
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
証
明
欄

⑥
　
出
　
身
　
都
　
道
　
府
　
県
　
処
　
理
　
欄

訓練科目
訓練期間

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

船員失業給付金 国家公務員等失業者退職手当 生活保護

家

族

の

状

況

氏　　　　名
申 請 者

との続柄
年　齢

歳

歳

歳

歳

扶養の有無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

同居、別居の別

同居 ・ 別居

同居 ・ 別居

同居 ・ 別居

同居 ・ 別居

別居している者の住所又は居所

住 所 又 は 居 所

（入校前）

（入校後）

ふ　り　が　な

氏　　名

性別

男 ・ 女

生年月日

昭・平　　　年　　月　　日生（満　　歳）

基本手当 受講手当 通所手当 寄宿手当

印



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第４号（第９条関係）

訓練手当支給請求書
（Ａ４判）

年　　月　　日　

秋田県知事　　　　様

受給資格者

住所又は居所

氏　　　　名　　　　　　　　w

訓練手当の支給について（請求）

年　　月分の訓練手当の支給を次のとおり請求します。

訓練期間

基　　本　　手　　当

合　　　　　計　　　　　額

円

上記の記載事項に誤りのないことを証明する。

年　　月　　日

公共職業能力開発施設の長

又は公共職業安定所長　　　　　　　　□

円 円

当　　月　　請　　求　　額 保　　　　留　　　　額

日　　　　　数 日

日　　　　　額 円

金　　　　　額 円

受　　講　　手　　当

日　　　　　数 日

日　　　　　額 円

金　　　　　額 円

通　　所　　手　　当

日　　　　　数 日

日　　　　　額 円

金　　　　　額 円

寄　　宿　　手　　当

日　　　　　数 日

日　　　　　額 円

金　　　　　額 円

日

日

日

日

日

日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

訓練が行われなかつた日数

訓練を受けた日数

家族と別居して寄宿していない日数

①やむを得ない理由による日数

②やむを得ない理由のない日数

①のうち疾病又は負傷により連続して14日を超えた日数
訓練を受けなかつた

日数 □

印



平成16年 3月31日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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